
◆ 日 時：令和 5年 12月 2日（土）
　　　　  10：00～ 12：00
◆ 場 所：長与町老人福祉センター

「成年後見制度について」

・お金を何に使ったか忘れてしまった。

・財産や身の回りの事、将来こどもには心配をかけたくない。

  そのお悩み、成年後見制度がお役に立つかもしれません。

  分かりやすくご説明いたします。

1部　10：00～ 10：30
2 部　11：00～ 11：30
老人福祉センター　2階　和室

※相談コーナーを設置します。

福祉に対する想いや、福祉に関わる

人への応援メッセージ、福祉あるあ

るなど、あらゆる「福祉」に関する

川柳を募集します。

お題
「福祉（ふだんのくらしのしあわせ）」

問合せ　社会福祉法人 長与町社会福祉協議会　
　　　　〒851-2128　西彼杵郡長与町嬉里郷 431-1　電話：095-883-7760  FAX：095-883-7802 

・ボランティア活動

・福祉学習（中学生）

・福祉で働く

・社協のしごと

・設立 50周年記念沿革

・アールブリュット

　（芸術の教育を受けていない人たちの作品）

・福祉用具など

・焼き芋販売もあります。

この事業は、赤い羽根共同募金運動、地域歳末たすけあい運動募金の助成を受けて実施しています。

※駐車場はありません。公共の交通機関をご利用いただくか、
　近くの有料駐車場または中尾城公園第１駐車場をご利用ください。

発  表

※詳しくは裏面をごらんください。

※求職相談コーナーを設置します。
　「福祉のおしごと」についてお気軽にご相談ください。
　（福祉人材センター）

展  示

川柳大会 説明会



第 3回 長与町福祉まつり　川柳大会　募集要項
お題「福祉（ふだんのくらしのしあわせ）」

【応募資格】長与町在住の方でしたら、どなたでも応募できます。
【応募内容】福祉に対する想いや、福祉に関わる人への応援メッセージ、
　　　　　　　福祉あるあるなど、あらゆる「福祉」に関する川柳を募集します。

【応募句数】お一人様、何句でも応募することができます。
【発表・賞品】優秀作品は、社協だよりなどで発表予定です。
　　　　　　   採用された方には、豪華賞品を贈呈します。

【応募方法】下記の専用用紙にご記入の上、まつり会場設置の応募ボックスに
                     投函してください。

【応募規定】5・7・5を基本とし、字余り、字足らずも可能です。
　　　　　      季語は不要です。

【 そ の 他 】著作権について
　　　　　　　　 投句作品の著作権、その他一切の権利を、第 3回長与町福祉まつり川柳大会に
　　　　　　　　 譲渡すること、ならびに投句作品に関して著作権人格権を一切行使しないことを
　　　　　　　　 ご承諾ください。

個人情報の取り扱いについて

応募された方の個人情報に関しましては、厳正なる管理の上、本大会に必要な
事項のみを使用し、他の目的には使用いたしません。
令和 6年 3月末日をもって破棄します。

切り取り線

第 3回 長与町福祉まつり　川柳大会　応募用紙

【作品の解説・想いなど】

【ペンネーム】※匿名希望の方

【電話番号】【住 所】
長与町

【年 齢】【氏 名】

【作 品】

ふりがな

設立
50周年
記念


